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社会保険

寂光院（犬山市）

職場内で回覧しましょう

（隔月発行）

2022年11月

《
今
月
の
主
な
内
容
》

●新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった
　場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
●11月は「ねんきん月間」、11月30日（いいみらい）は「年金の日」です !
●令和３年度健康宣言優良事業所のご紹介
●協会けんぽの各種申請書（届出書）　令和５年１月以降は新様式をご使用ください
●コラム　～日本の健康・世界の健康～
●「社会保険事務講習会」開催のお知らせ

　事業所の名称や所在地を変更されました際には、「事業所名称・所在地等変更届」を
愛知県社会保険協会へご提出くださいますようお願いいたします。
　なお、届書の様式は愛知県社会保険協会のホームページに掲載しております。〔　 〕
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日本年金機構からのお知らせ

　令和２年４月からこれまで、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方
について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定（４か
月目に改定）によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和４年８月から
令和４年11月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和３年
６月から令和４年５月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例
措置が講じられることとなりました。

　次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
　ア．新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和４年８月から令和４年11月ま
での間に、著しく報酬が下がった月が生じた方

　イ．著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額（１か月分）が、既に設定されている標準報酬月額
に比べて２等級以上下がった方（固定的賃金の変動がない場合も対象となります）

　ウ．本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

　次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。
　ア．新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方
　　ア令和３年６月から令和４年５月までの間に著しく報酬が下がり、令和３年７月から令和４年６月まで

の間に特例改定を受けた方
　　イ令和３年８月に支払われた報酬にて令和３年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方
　イ．令和４年７月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない方
　ウ．令和４年８月に支払われた報酬の総額（１か月分）に該当する標準報酬月額が、令和４年９月の定時
決定で決定された標準報酬月額に比べて２等級以上下がった方

　エ．本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により
著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の
特例改定のご案内
（令和４年８月から令和４年11月までに報酬が急減した場合の特例措置が講じられました。）

標準報酬月額の特例改定について1

令和４年８月から令和４年11月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
（急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定）

（1）

令和３年６月から令和４年５月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
（令和４年８月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定）

（2）

例えば10月から休業手当が支払われた場合
通常であれば４か月目の１月に改定となります。

今回の特例を利用した場合
11月から改定が可能となります。
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通常であれば 4月から6月の報酬の平均で
定時決定が行われます。

今回の特例を利用した場合
８月の報酬で定時決定が可能となります。
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日本年金機構からのお知らせ

　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置付け、国民の皆さまに公的
年金制度に対する理解を深めていただくための取組を行っています。
　また、11月30日の「年金の日」は、国民の皆さまに「ねんきんネット」等を活用してご自身の年金記録や年
金受給見込額を確認していただき、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただくことを目的にしています。

　月額変更届（特例改定用）に申立書を添付し、管轄の年金事務所へ郵送してください。（窓口で直接受け
付けることも可能です。）
※通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が異なりますので、事務センターへ郵送しないようご注意ください。
※通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
※令和４年８月または令和４年９月を急減月とする届書および令和４年８月報酬による定時決定の届書につ
いては令和４年８月29日から令和４年11月30日までに、令和４年10月または令和４年11月を急減月とす
る届書については令和４年10月31日から令和５年１月31日までに届出があったものが対象となります。
それまでの間はさかのぼって届出が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とする
ため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかに提出をお願いします。

申請手続き2

•固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動がない場合も、特例改定の対象となります。
•報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となります。その場合、実際の給与支給額に基づき標
準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額（健康保
険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円）として改定・決定することとなります。
•新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。その場合、休
業支援金は給与支給額に含みません。
•新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合
は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。
•上記（1）の特例については、休業のあった月とその前２か月のいずれか１月でも17日未満（特定適用事
業所等の短時間労働者は11日未満）の場合、対象となりません。
•届出に当たっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。（改定後の標準報
酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。）
•同一の方が上記（1）または（2）の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできません。
（令和２年４月から令和２年７月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定や、令和２年８月から令和
３年７月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方、令和３年８月から令和４年７月のうち
いずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方であっても、上記（1）または（2）の特例改定を受ける
ことはできます。）

留意事項

　日本年金機構では、マイナンバーカード（個人番号カード）をご提示いただくことで、年金に関する相談
や年金記録に関する照会を行うことができるほか、各種手続き・届出をマイナンバーで行っていただくこと
ができるようになっています。
　また、マイナンバーが収録されている（マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている）被保険者、受給権
者の方は、住所変更届、氏名変更届などの提出を原則省略できるようになりました。（平成30年３月５日以
降の変更が対象です。）
　さらに、マイナンバーを利用した行政機関間の情報連携によって、年金給付関係等の事務手続きの際に添
付書類を省略できるようになっています。
　国民年金関係等の一部の事務手続きについても、市区町村等における所得等の確認が不要となりました。
　※戸籍関係の書類等については、添付書類の省略はできません。
　詳細につきましては、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）をご覧ください。

日本年金機構はマイナンバー（個人番号）を何に利用するのでしょうか。

お答えします
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協会けんぽからのお知らせ

健康宣言優良事業所のご紹介
令和３年度

協会けんぽ愛知支部では、社員の健康づくりに取り組む健康宣言事業所のうち、特に積極的に
取り組まれている事業所を「健康宣言優良事業所」として毎年表彰しています。

令和３年度表彰では

２９社を表彰しました！

愛知県が認定する2021年度
「あいち健康経営アワード」表彰との
合同表彰式を令和4年９月１日に
県庁にて開催しました！

健康宣言優良事業所一覧
株式会社 アイ・ステージ（碧南市）
株式会社 アイセロ（豊橋市）
アクティブ 株式会社（岡崎市）
イチブン 株式会社（蒲郡市）
株式会社 エイジェントヴィレッジ（名古屋市東区）
株式会社 a i サービス（東海市）
大橋運輸 株式会社（瀬戸市）
尾畑長硝子 株式会社（名古屋市中区）
勤次郎 株式会社（名古屋市中区）
近藤商事土木 株式会社（豊田市）
株式会社 佐藤鑿井工業（弥富市）
株式会社 三恵シーアンドシー（大府市）
三幸土木 株式会社（日進市）
三周全工業 株式会社（西尾市）
株式会社 青電社（名古屋市守山区）

星和化成 株式会社（大府市）
千秋技研 株式会社（丹羽郡大口町）
総合埠頭 株式会社（豊橋市）
ダイサン・ 株式会社（小牧市）
大有建設 株式会社（名古屋市中区）
ツカサ工業 株式会社（半田市）
有限会社 デイ・サービスかなりや（碧南市）
株式会社 トップライン（小牧市）
株式会社 中島製作所（安城市）
中伝毛織 株式会社（一宮市）
株式会社 服部商会（津島市）
フジキュー整備 株式会社（刈谷市）
株式会社 古橋製作所（愛西市）
株式会社 森本本店（一宮市）

ぜひ にご参加ください！健康宣言
社員を大切にする会社が求められて
います。
健康宣言で社員の健康を考えてみませんかか

7,124社
愛知支部加入事業所愛知支部加入事業所

が参加中！

全国１位

表
彰
状

令
和　

年　

月　

日

（令和４年９月29日時点）
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協会けんぽからのお知らせ

記載の内容は、協会けんぽの加入者様向けのものです。
健康保険組合の加入者様は内容が異なる場合があります。
協会けんぽの紙面（4,5ページ）についてのお問い合わせはこちら

TEL : 052－856－1490（代表）
●受付時間　午前8：30～午後5：15（土日祝日・年末年始を除く）

〒450-6363 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階

メールマガジンにご登録ください。

３ステップで簡単登録！

健康保険、健康づくりに関する最新情報を
お届けします。

アドレスなど入力、
確認ボタンを
クリック

新規登録を
クリック

ご登録画面へ
アクセス 手続きは

郵送でお願い
 します

協会けんぽ愛知　メルマガ

新様式をご使用ください令和５年１月以降は
協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金を
お支払いすること等を目的として、令和5年1月に各種申請書（届出書）の様式を変更します。

変更となる申請書（届出書）一覧

傷病手当金支給申請書
療養費支給申請書（立替払等）
療養費支給申請書（治療用装具）
限度額適用認定申請書
限度額適用・標準負担額減額認定申請書
高額療養費支給申請書
出産手当金支給申請書
出産育児一時金支給申請書
出産育児一時金内払金支払依頼書
埋葬料（費）支給申請書
特定疾病療養受療証交付申請書

●健康保険給付関係
任意継続被保険者資格取得申出書
任意継続被保険者被扶養者（異動）届
任意継続被保険者資格喪失申出書
任意継続被保険者 氏名 生年月日 性別
住所 電話番号変更（訂正）届

●任意継続関係

被保険者証再交付申請書
高齢受給者証再交付申請書

●被保険者証等再交付関係

愛知支部加入事業所

協会けんぽの各種申請書（届出書）

協会けんぽに令和４年12月28日までに到着する申請書は
現行様式でご提出ください。
協会けんぽに令和５年１月４日以降に到着する申請書は
新様式でご提出ください。

新様式の申請書は協会けんぽのホームページに掲載しています

検 索協会けんぽ　申請書

➡

●新様式目印（各種申請書の右上に表示）
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社会保険協会からのお知らせ

　縁があって2001年からしばしば滞在している東
ティモール（正式名称：東ティモール民主共和国）
のことを今回はご紹介しようと思います。
　地図で東京から真南にたどるとパプア島の真ん中
あたりに行きますが、そこから少し西側にあるティ
モール島の東半分と飛び地のオイクシ、2つの離島
からなる面積約15,000㎢（愛知県の約3倍）の小さ
い国です。インドネシアに囲まれていて、東南アジ
アに位置しますが、オーストラリアやパプア島にも
近く、メラネシア系の人も多いです。
　人口は約130万人（愛知県の1/6より少し多い）。
しかし、山国であり平地が限られており、首都と2
番めの町に全人口の1/4が暮らしているため、都市
部では人口は密集しています。いちばん高いマイラ
ウ山は2,986m。その麓や周辺の村々は標高1,000m
以上のところにあり、ほぼ赤道直下でも涼しい地域
も多いです。そのような山間部ではコーヒー栽培が
盛んで、日本にも輸入されています。
　東ティモールは2002年の独立回復から今年で20
年の「アジアでいちばん新しい国」です。独立回復
までには苦難の歴史があり、とても一言では語れま
せんが、ごく簡単にまとめると、16世紀から1974
年まではポルトガルの植民地（うち太平洋戦争中の
3年間は日本が軍事占領）、ポルトガルの植民地放棄
後、1975年11月28日に独立を宣言したものの、
10日後に隣国インドネシアが軍事侵攻し、その後イ
ンドネシアの実効支配が続きました。この間に多く
の人が亡くなったとされています。1999年8月30
日に住民投票が実施され、約80％という圧倒的多数
が独立を支持しましたが、インドネシア軍と独立派
民兵による破壊と暴行が行われました。住民は山間
部や西ティモールに逃げ、インフラは破壊され、行
政も機能しなくなりました。国連が多国籍軍を派遣
し、ついで暫定行政機構を設立、約2年半の国連統
治を経て2002年5月20日に主権を回復しました。
　当初は「世界最貧国の1つ」でした。しかし、石
油と天然ガスに依存する経済ではあるものの現在は
国連の定義で「中所得国」になっています。社会の
豊かさを示すのによく使われる他の指標でみても、
平均寿命は61歳（2002年）から70歳（2020年）、
成人識字率は38％（2001年）から68％（2018年）、
高校就学率も34％（2008年）から63％（2018年）
と飛躍的にのびています。生活環境もよくなってき
ており、例えば「改善されたトイレ」（人間が排泄物
と接触しない設計のトイレ）を使用している割合は
37％から57％、「改善された水源」（外部汚染から保
護される水源）を飲み水としている割合は50％から
85％に上がりました（それぞれ2002年と2020年の
比較）。

　この20年間で人びとの健康がよくなっていること
を肌身で感じています。またそれを指標で確認する
ことができます。大きな変化を感じているのはマラ
リアと子どもの栄養状態です。最初に滞在した頃は、
マラリアに感染するのはまったく珍しいことではな
く、私もご多分にもれず罹りました。しかし、2005
年に年間6万人弱のマラリア症例が報告されている
のをピークに減少し、2018年以降はほとんど発症報
告がありません。5歳未満児の低体重の割合は周辺
国に比べればまだ高く32％（2020年）ではありま
すが（インドネシアでは2018年の統計で18％）、そ
う言えばいつ頃からか、髪の毛の色の薄い子どもを
見かけることが少なくなってきました。SDGsの数
値目標の1つである「5歳未満で亡くなる子どもの数」
は出生千あたり97（2002年）から42（2020年）に、「妊
娠と出産に関連して亡くなる女性の数」は出生10万
あたり668（2002年）から142（2017年）と減少して
います。もちろん日本のそれぞれ3、5に比べればは
るかに高いとは言え、大きな改善と言えるでしょう。
　これらは、社会・経済や生活環境がよくなってき
たこととともに、地域保健活動による成果も大きい
と考えられます。世界には予防接種で回避できる疾
患は多くあり、子どもの予防接種率を上げることは
世界的な目標です。特に、はしかは重症になったり
死亡したりする割合が高いことなどからその予防接
種率は重要な小児保健指標ですが、これは56％
（2002年）から79％（2021年）と上がりました。また、
妊産婦死亡を減らすために、4回以上の妊婦健診を
受ける率や医療従事者による出産介助率を上げるこ
とが目標とされますが、これもそれぞれ、30％から
77％、18％から57％と改善しています（それぞれ
2003年と2016年の比較）。
　（ここまでの指標は世界銀行のデータバンクから引
用しています。）
　そのような保健医療を支える人材は、独立回復時
には極めて数が少なかったのですが、今では医師、
看護師、助産師の養成機関も増え、公衆衛生の専門
家も育成されています。また、村々ではファミリー・
ヘルス・プロモーターという一般住民の保健ボラン
ティアも地域の人びとの健康に重要な役割を果たし
ています。東ティモールの保健省は「健康な東ティ
モールに健康な東ティモール人」というスローガン
をかかげていて、これは国中のいろいろなところで
目することができます。
　最後に新型コロナウィルス感染の状況について少
し付け足すと、2022年10月9日現在、累計感染確
認数は23,268、累計死亡数は138です。人口あたり
にしても周辺国に比べて低い数に抑えられており、
新しい国としての努力がうかがわれます。

東ティモールと人びとの健康
名古屋市立大学大学院看護学研究科　国際保健看護学　教授　樋口　倫代



7社会保険

社会保険協会からのお知らせ

スキー場施設名 所　在　地
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

岐阜県郡上市高鷲町西洞 3035－2
岐阜県郡上市高鷲町西洞 3086－1
岐阜県郡上市高鷲町ひるがの 4670－75
岐阜県郡上市明宝奥住水沢上 3447－1
長野県下伊那郡阿智村浪合 1192
長野県下伊那郡阿智村智里 3731－4
長野県大町市平 20490－4

ダ イ ナ ラ ン ド
高 鷲 ス ノ ー パ ー ク
ひ る が の 高 原 ス キ ー 場
め い ほ う ス キ ー 場
治 部 坂 高 原 ス キ ー 場
ヘブンスそのはら Snow World
鹿 島 槍 ス キ ー 場

下記施設のスキーリフト１日券の
購入補助券を発行します。

◆補助金額　上記施設のスキーリフト１日券購入料金の一部を補助します。（詳細はホームページをご覧ください。）
◆利用期間　①～③⑤⑥の施設はスキー場のオープンの日から2023年3月5日㈰まで
　　　　　　④の施設はスキー場のオープンの日から2023年2月28日㈫まで
　　　　　　⑦の施設は2022年12月17日㈯から2023年3月5日㈰まで
◆発行枚数　3,000枚

※上記①～③のそれぞれの補助券について

◆申込資格　2022年度の社会保険協会費を
納入していただいた会員事業所の被保険者
とその被扶養者
◆１事業所の交付枚数
　事業所の規模（被保険者数）に応じ、右記
の表のとおり上限枚数を設定させていただ
きますので、ご理解をお願いいたします。

事業所規模
（被保険者数）

1～99人
100～499人
500～999人
1,000人以上

10枚
20枚
30枚
40枚

上限枚数
※申込方法（申込書様式）、補助金額
等詳しいことは、愛知県社会保険協
会のホームページをご覧ください。

発行のご案内

または、FAX（052-678-7334）にてご連
絡いただければ、申込書等をFAXでお送り
いたします。
（ご依頼の際、必要な申込書の種類と貴事業
所のFAX番号を必ず記入してください。）

「スキーリフト補助券」「スキーリフト補助券」「スキーリフト補助券」

下記施設のアイススケート滑走料の
補助券を発行します。発行のご案内「アイススケート滑走料補助券」「アイススケート滑走料補助券」

下記施設のいちご狩り利用補助券
を発行します。発行のご案内「いちご狩り利用補助券」「いちご狩り利用補助券」

スケート場施設名 所　在　地
①
②
③

名古屋市港区港栄 1－8－23
長久手市茨ケ廻間乙 1533－１
西尾市東幡豆町洲崎山 147－2

邦和みなと スポーツ＆カルチャー
モリコロパーク アイススケート場
あさひが丘スケートリンク

◆補助金額　上記施設のアイススケート滑走料金の一部を補助します。
　　　　　　（詳細はホームページをご覧ください。）　
◆利用期間　①②の施設は2022年12月1日㈭から2023年3月5日㈰まで
　　　　　　③の施設は2022年12月8日㈭から2023年２月26日㈰まで
◆発行枚数　2,000枚

いちご狩り施設名 所　在　地
①
②
③
④

田原市池尻町精進川 60
知多郡南知多町内海打越 39－1
豊田市御船町東山畑 34－２
静岡県浜松市西区平松町 2014－1

マ ル カ 農 園
南知多グリーンバレイ いこいの農園
ストロベリーパーク みふね
ア グ リ ス 浜 名 湖

◆補助金額　上記施設のいちご狩り利用料金の一部を補助します。
　　　　　　（詳細はホームページをご覧ください。）
◆利用期間　①の施設は2023年１月４日㈬から2023年３月5日㈰まで
　　　　　　②～④の施設は2023年１月７日㈯から2023年３月5日㈰まで
◆発行枚数　5,000枚
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社会保険

 開催のお知らせ
　愛知県社会保険協会では、下記の日程で社会保険事務講習会を開催いたします。
　新しく社会保険に加入されました事業所の方、社会保険事務担当者が交代されました事業所の方など、
受講をご希望の皆様のお申し込みをお待ちしております。

◎開催日時・会場 各会場とも  午後２時開始、午後４時15分終了予定（受付：午後１時30分から）

◆講習内容　1．社会保険制度の仕組みについて
　　　　　　2．健康保険•厚生年金保険の適用、保険料について
　　　　　　3．健康保険給付の手続きについて

◆講　　師　社会保険労務士 
◆申込資格　○2022年度の社会保険協会費を納入していただいた

会員事業所の方
　　　　　　○2022年１月から7月までの間に新規適用となった事業

所の方
　　　　　　　(申し込みは、1事業所1名様とさせていただきます。)

◆受 講 料　無料
◆申込期限　12月９日（金）
　　　　　　※申込者多数の場合は、抽選とさせて

いただきます。

開 催 日 定員（名）所 在 地会　　　場
1月16日（月）
1月18日（水）
1月19日（木）
1月24日（火）
1月25日（水）
1月26日（木）
1月27日（金）

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1103
尾張一宮駅前ビル（i-ビル）　２階　大会議室
豊橋商工会議所　406会議室
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1201
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）中会議室1201
刈谷市総合文化センター（アイリス）501～503講座室
栄ガスビル　5階　キングルーム

名古屋市中村区名駅4－4－38
一宮市栄3－1－2
豊橋市花田町字石塚42－1
名古屋市中村区名駅4－4－38
名古屋市中村区名駅4－4－38
刈谷市若松町2－104
名古屋市中区栄3－15－33

50
60
40
50
50
50
60

または、FAX（052-678-7334）にてご連絡いただければ、
申込書等をFAXでお送りいたします。
（必ず貴事業所のFAX番号を記入してください。）

※申込方法（申込書様式）等詳しいことは、愛知
県社会保険協会のホームページをご覧ください。

講習会は各会場とも同じ内容で行いますので、ご都合のよい日をお選びのうえお申し込みください。

　愛知県社会保険協会では、健康づくり事業の一環として、無料で健康に関するDVDの貸し出しを行っ
ています。DVDは全53タイトルあり、内容は健康づくり・生活習慣病予防、メンタルヘルス、ハラスメ
ント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)などを揃えています。皆様の職場の研修や健康づくりにぜひ活用し
てください。
　一度の貸し出しは２タイトルまで、貸出期間は2週間以内です。貸し出しを希望される会員事業所の方は、
愛知県社会保険協会へご利用期間の２週間前までにFAXにてお申し込みください。

または、FAX(052-678-7334)にてご連絡いただければ、申込書等をFAXでお送りいたします。
(必ず貴事業所のFAX番号を記入してください。)

職場の研修・健康づくりに職場の研修・健康づくりに職場の研修・健康づくりに職場の研修・健康づくりに

申込方法(申込書様式)等詳しいことは、愛知県社会保険協会のホームページをご覧ください。

健康づくり・生活習慣病予防関連 ……28タイトル
メンタルヘルス関連 …………………… 15 タイトル
ハラスメント関連 ……………………… 10 タイトル

をご利用ください！をご利用ください！をご利用ください！をご利用ください！

 開「社会保険事務講習会」「社会保険事務講習会」


